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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定機器のための管理装置であって、
　データ受入れ部と、データ送受信部とを有し、
　データ受入れ部は、当該管理装置に接続すべき測定機器に付帯する通信器の識別情報を
、入力として受け入れ、
　データ送受信部は、受け入れた前記通信器の識別情報を用いて、該通信器との通信を行
い、かつ、該通信器を通じて前記測定機器の識別情報を取得するものであり、
　当該管理装置は、さらに、表示画像作成部と、表示部と、入力部とを有し、
　表示画像作成部は、表示部に、入力すべき通信器の識別情報を含んだ１以上の通信器の
識別情報を表示させるように作動し、該表示部に表示される１以上の通信器の識別情報は
、前記入力部を通じて選択可能であるように表示され、
　該データ受入れ部は、入力部を通じて選択された通信器の識別情報を、該通信器の識別
情報の入力として受け入れるように作動する、
前記管理装置。
【請求項２】
　さらに、ユーザー情報受入れ部と、データ処理部とを有し、
　ユーザー情報受入れ部は、前記測定機器のユーザーに関する情報を入力として受け入れ
、
　データ処理部は、前記ユーザーに関する情報と前記測定機器の識別情報とを有してなる
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文字列を、該測定機器を示す名称として生成する、
請求項１記載の管理装置。
【請求項３】
　前記ユーザーに関する情報が、ユーザーを特定する名称である、請求項２記載の管理装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、測定機器を管理するための装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、血球計数装置や濃度測定装置などといった種々の測定機器を供給するメーカー
や販売会社など（以下、これらの供給側をサプライヤーともいう）は、種々の医療機関（
以下、ユーザーともいう）に該測定機器を納入する場合、単なる納入だけではなく、納入
の後も、該測定機器の使用状況や測定感度などに関連する種々の情報（稼働情報）を遠隔
的にモニターし、ユーザーに対して保守や精度管理などに関する迅速なサービスやサポー
トを行うことが望ましい。
【０００３】
　そのため、多くのサプライヤーは、図７に示すように、ユーザーに納入した測定機器２
１０を、該測定機器に付帯する通信端末２１１と通信回線Ｃ１０とを介して、サプライヤ
ーが保持する管理装置（通常はサーバーコンピュータ）２００にデータ通信が可能となる
ように接続し、該管理装置によって測定機器２１０の稼働情報を遠隔的にモニターし、そ
のモニター結果に基づいて、ユーザーに対し、測定機器２１０に関する種々のサービスや
サポートを行っている（例えば、特許文献１など）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－２４９５９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　実際に測定機器をユーザーに納入する際には、操作者（通常は、測定機器をユーザーに
納入し、該測定機器と管理装置との接続・設定等を行うサプライヤー側の者であるが、ユ
ーザー側の者であってもよい）が、その測定機器を管理装置に通信可能に接続する。その
接続のためには、図７に示すように、操作者は、納入した測定機器２１０の識別番号（以
下、測定機器の識別番号を測定機器ＩＤともいう）を確認し、通信可能な入力機器（管理
装置に対してデータ送信可能な携帯型のコンピュータなど）２２０を用いて管理装置２０
０にアクセスし、該通信可能な入力機器２２０を通じて管理装置２００に測定機器ＩＤを
入力し、管理装置２００に測定機器２１０を認識させて、該管理装置２００と該測定機器
２１０とのデータ通信を確立させる必要がある。
　しかしながら、本発明者が、測定機器の納入の際における前記のような接続と登録の操
作の実態を詳細に検討したところ、そのような接続のための操作は、操作者にとっては煩
雑で手間を要する作業であり、また、測定機器ＩＤの入力ミスによって、誤った測定機器
ＩＤが管理装置に登録されてしまう可能性があることがわかった。
【０００６】
　前記の問題に鑑み、本発明の課題は、測定機器の識別番号の入力ミスを低減し得る管理
装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の主たる構成は、次のとおりである。
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〔１〕測定機器のための管理装置であって、
　データ受入れ部と、データ送受信部とを有し、
　データ受入れ部は、当該管理装置に接続すべき測定機器に付帯する通信器の識別情報を
、入力として受け入れ、
　データ送受信部は、受け入れた前記通信器の識別情報を用いて、該通信器との通信を行
い、かつ、該通信器を通じて前記測定機器の識別情報を取得する、
前記管理装置。
〔２〕さらに、ユーザー情報受入れ部と、データ処理部とを有し、
　ユーザー情報受入れ部は、前記測定機器のユーザーに関する情報を入力として受け入れ
、
　データ処理部は、前記ユーザーに関する情報と前記測定機器の識別情報とを有してなる
文字列を、該測定機器を示す名称として生成する、
前記〔１〕記載の管理装置。
〔３〕前記ユーザーに関する情報が、ユーザーを特定する名称である、前記〔２〕記載の
管理装置。
〔４〕さらに、表示画像作成部と、表示部と、入力部とを有し、
　表示画像作成部は、表示部に、入力すべき通信器の識別情報を含んだ１以上の通信器の
識別情報を表示させるように作動し、該表示部に表示される１以上の通信器の識別情報は
、前記入力部を通じて選択可能であるように表示され、
　該データ受入れ部は、入力部を通じて選択された通信器の識別情報を、該通信器の識別
情報の入力として受け入れるように作動する、
前記〔１〕～〔３〕のいずれかに記載の管理装置。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、操作者が測定機器を当該管理装置に通信可能に接続する場合に、測定
機器ＩＤを手入力する必要が無い。当該管理装置は、操作者によって入力される通信器の
識別情報（以下、通信器ＩＤともいう）を用いて、自動的に通信器との通信関係を確立し
、該通信器を通じて測定機器ＩＤを取得する。これにより、当該管理装置と測定機器とは
、該通信器を通じて通信できるようになる。よって、測定機器の納入時における接続に関
する操作者の手間は低減され、かつ、測定機器ＩＤの入力ミスの問題も解消される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、本発明の実施例における、管理装置の構成を示すブロック図である。同
図では、説明のために、測定機器１００と通信器１１０とを別個に描いているが、通信器
１１０は測定機器１００に内蔵された通信部であってもよい。また、当該管理装置内の各
部の接続関係は説明のための一例である。
【図２】図２は、本発明の実施例における、管理装置の好ましい構成例を示すブロック図
である。同図はまた、ユーザーに納入した測定機器を、当該管理装置とデータ通信可能に
接続する際の通信関係の実施例を示すブロック図でもある。
【図３】図３は、本発明の実施例において、ユーザーに納入した測定機器を、当該管理装
置とデータ通信可能に接続する際の、当該管理装置の処理の流れを例示したフローチャー
トである。
【図４】図４は、本発明の実施例において、通信器ＩＤを入力するための好ましい構成の
一例を示す図であって、操作者が使用する入力機器の表示部の画面の一部を拡大して示し
た図である。
【図５】図５は、本発明の実施例において、サプライヤーと各ユーザーに納入された測定
機器との階層的な関係の一例を示すブロック図である。
【図６】図６は、図５に示したサプライヤーと測定機器との階層的な関連付けを、表示部
の画面に表示した一例を示す図である。
【図７】図７は、従来において、測定機器と管理装置とを通信可能に接続するための操作
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の構成を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施例を参照しながら、本発明の管理装置の構成を詳細に説明する。以下の説明
では、測定機器を管理装置にデータ通信可能に接続することを、単に、測定機器を管理装
置に接続するともいう。
　図１は、本発明の一実施例における管理装置の構成例を示すブロック図である。図１で
は、説明のために、当該管理装置１に１つの測定機器１００が接続された状態を示してい
るが、当該管理装置１には、複数の測定機器が接続可能であり、その接続数やユーザーの
数は特に限定はされない。当該管理装置１は、接続された多数のユーザーのそれぞれの測
定機器の状態を遠隔的にモニターし、各測定機器について、精度管理情報、稼働情報、メ
ンテナンス情報などを獲得し記録し継続的に管理し得る。サプライヤー側はそれらの情報
や記録に基づいて、各ユーザーの測定機器に対して総合的な保守サービスを迅速に行うこ
とが可能である。
【００１１】
　図１に示すように、当該管理装置１は、測定機器１００を遠隔的に管理することができ
る装置であって、データ受入れ部１１と、データ送受信部１２とを少なくとも有して構成
される。図１の例では、当該管理装置１は、好ましい態様として、後述のユーザー情報受
入れ部１３、データ処理部１４、記憶部１５、表示画像作成部１６をさらに有している。
図１の例では、データ処理部１４は、当該管理装置１の各部（データ受入れ部、データ送
受信部、ユーザー情報受入れ部、記憶部など）の間のデータのやりとりをコントロールす
る制御部でもある。当該管理装置１に接続すべき測定機器１００は、他の測定機器と識別
するための識別情報（測定機器ＩＤ）を有している。また、測定機器１００には、当該管
理装置１との接続に介在する通信器１１０が付帯しており、該通信器１１０は、通信回線
Ｃ１を通じて通信を行うための識別情報（通信器ＩＤ）を有している。
　ユーザーに測定機器が納入されただけの状態では、図１における通信経路Ｃ１１が開通
しておらず、通信器１１０は通信回線Ｃ１につながっていない。この状態から、該測定機
器１００を当該管理装置１に接続するに際し、データ受入れ部１１は、当該管理装置１に
接続すべき測定機器１００に付帯する通信器１１０の通信器ＩＤを入力として受け入れる
ように作動する。図１の例では、該通信器ＩＤは、操作者（即ち、サプライヤー側の者、
または、ユーザー側の者）によって入力部１２２から入力される。通信器ＩＤを実際に入
力するための該入力部については後述する。また、操作者が通信器ＩＤをより容易にかつ
より少ない誤りにて入力するための、表示部と入力部とを用いた好ましい態様も後述する
。
　データ送受信部１２は、受け入れた前記の通信器ＩＤを用い、先ず、通信回線Ｃ１を通
じて通信器１１０との通信関係を確立する。次に、データ送受信部１２は、通信器１１０
との通信を通じて、測定機器１００の識別情報（測定機器ＩＤ）を取得し、該通信器１１
０を介した、測定機器１００との通信関係（データ通信可能な関係）を確立するよう作動
する。該データ送受信部が通信器を介して測定機器との通信関係を確立するとは、例えば
、データ送受信部が認識した測定機器にメッセージ等を送信しその返信として測定機器か
らメッセージや情報データ等を受信する関係となることや、測定機器がデータ送受信部に
対して一方的にメッセージや情報データ等を送信し、データ送受信部が測定機器を識別し
て該メッセージや情報データ等を受信する関係となることなど、データ送受信部と測定機
器とが通信器を介して通信可能な関係になることが挙げられる。該データ送受信部と測定
機器との通信関係が確立することで、測定機器１００を管理装置１に接続する操作が完了
する。尚、当該管理装置には、図１に示すように、入力される通信器ＩＤ（通信器ＩＤに
関連付けられた電話番号などであってもよい）と、取得する測定機器ＩＤとを保持するた
めの記憶部１５が設けられることが好ましい。該記憶部１５には、通信器ＩＤと測定機器
ＩＤとが互いに関連付けられて保持されることが好ましい。該記憶部１５には、さらに、
後述するユーザーに関する情報が記憶されてもよく、該ユーザーに関する情報と、前記の
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通信器ＩＤと測定機器ＩＤとが関連付けられて保持されることが好ましい。
　以上のように、未接続の測定機器１００を新たに管理装置に接続する際に、操作者が少
なくとも通信器ＩＤを当該管理装置に入力することで、該測定機器１００を当該管理装置
１に接続することができる。これにより、測定機器ＩＤの入力ミスが無くなる。また、通
信器ＩＤの入力を誤っても、該通信器との通信がなされないから、直ちに入力ミスを知る
ことができる。
【００１２】
　当該管理装置を構成する各部（データ受入れ部１１、データ送受信部１２、ユーザー情
報受入れ部１３、データ処理部１４、記憶部１５、表示画像作成部１６など）は、それぞ
れに、電子回路、電気回路、独立した処理装置、通信機器などを組み合わせて構築しても
よいが、これらの各部を、図２に示すように、コンピュータと、該コンピュータで実行さ
れるプログラムとによって構成するのが好ましい実施態様である。
　以下に、当該管理装置をコンピュータを用いて構成した場合の実施例を挙げて、各部の
好ましい態様とその効果を説明する。以下に示す各部の構成は、部分的にまたは全体的に
、電子回路、電気回路、独立した処理装置、通信機器などを組み合わせて、コンピュータ
に替えて実施することができる。
【００１３】
　図２は、当該管理装置の好ましい実施例を示したブロック図であって、当該管理装置を
コンピュータを用いて構成した場合の例を示している。図２に示す例では、当該管理装置
１は、ユーザーに納入した測定機器１００に対して、保守サービスを目的とした遠隔的な
管理を行うためのサーバーコンピュータであるということもできる。
　図２に示す管理装置１のコンピュータとしての基本的なアーキテクチャ自体は、従来公
知のコンピュータと同様であってよい。図２に例示するように、当該管理装置１としての
コンピュータは、中央処理装置（ＣＰＵ）２１とメインメモリー（図２の例ではＲＡＭ）
２２がデータバス２０によって接続された構成を有しており、好ましくはハードディスク
ドライブ（ＨＤＤ）２３が接続されてＣＰＵ２１に大容量の記憶領域を与えている。該ハ
ードディスクドライブは、ソリッドステートドライブなどの他の記憶装置に適宜置き換え
られてもよい。また、多数の測定機器から継続的に得られる大量のデータを格納できるよ
う、外部記憶装置や外部コンピュータに接続可能であってもよい。
　図２の例では、該コンピュータ自体に付帯する表示部、入力部として、表示装置３０、
マウス３１、キーボード３２が、インターフェース２４を介してデータバス２０に接続さ
れている。これらの表示部と入力部は、例えば、管理者が、当該管理装置で実行されるプ
ログラムの内容等を必要に応じて変更、更新するために用いることもでき、また、当該管
理装置に蓄積された記録を解析するために用いることもできる。
【００１４】
　当該管理装置がコンピュータである場合、図１に示したデータ受入れ部１１、データ送
受信部１２、ユーザー情報受入れ部１３、データ処理部１４などの各部は、該コンピュー
タにおいて実行されるプログラムによって該コンピュータが機能する部分である（記憶部
１５はメインメモリーを含んでいてもよい）。換言すると、該プログラムは、当該管理装
置であるコンピュータを、データ受入れ部１１、データ送受信部１２、ユーザー情報受入
れ部１３、データ処理部１４、後述の表示画像作成部１６などとして機能させるよう構成
されている。尚、該プログラムを実行することによって達成される前記の各機能（作動内
容）は、ＣＰＵ２１とメインメモリー２２とでなされる処理のみならず、該プログラムに
よる指示の下、当該管理装置を構成する各ハードウェアや外部のハードウェアを用いて達
成される機能を含んでいてもよい。さらには、該プログラムのコントロールによって、当
該管理装置に接続された外部装置において前記各部の機能が実行されてもよく、また、当
該管理装置と外部装置との協働によって各部の機能が実行されてもよい。
　図２の例では、図１のデータ受入れ部１１やデータ送受信部１２は、外部機器とのデー
タ通信を行う部分であり、ＣＰＵ２１とメインメモリー２２とインターフェース２５とを
少なくとも用いて、入力機器（入力部１２２、表示部１２１を有する）１２０、通信器１
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１０、測定機器１００などとのデータ通信が可能なように構成することができる。
【００１５】
　ここで、データ受入れ部１１に入力として受け入れられる通信器ＩＤを説明するために
、図１に示す測定機器１００と通信器１１０について説明する。
　当該管理装置に接続すべき測定機器１００は、特に限定はされないが、継続的なモニタ
ーなど遠隔管理によるサービスを行うことが好ましい機器であれば、本発明の有用性が顕
著になる。そのような測定機器としては、検体（血液、尿、便、細胞など）を検査対象と
する種々の検査（血液学的な検査、生化学的な検査、免疫学的な検査、遺伝学的な検査）
項目に関する測定や分析が可能な装置が挙げられ、例えば、血球計数装置、血液分析装置
、濃度測定装置、免疫測定装置、遺伝学的な分析を行う装置などが例示される。
　また、当該管理装置に接続すべき測定機器１００は、サプライヤーが保守サービスをユ
ーザーに提供するための情報を、データとして外部機器に対して出力可能であるように、
出力部（有線の出力端子および／または無線の送受信部など）を有している。近年の多く
の測定機器は、卓上型や手のひらサイズ（パームトップ型）などの小型機器であっても、
制御部としてコンピュータを内蔵し、外部とのデータ通信用のインターフェースなどの出
力部を備えており、稼働情報を外部機器に対してデータとして出力することが可能である
から、当該管理装置に好ましく接続される。測定機器１００内の記憶部またはインターフ
ェースは、当該管理装置などの外部機器との通信において、該測定機器自体と他の測定機
器とを外部機器に識別させるための識別情報（測定機器ＩＤ）を保持している。当該管理
装置は、各測定機器の測定機器ＩＤに基づいて、各測定機器を識別し、各測定機器ごとに
稼働状態を示す情報データを蓄積する。
【００１６】
　測定機器１００に付帯する通信器１１０は、図１、図２では、ブロック図として分かり
易いように、測定機器１００とは別の通信装置であるように描いているが、測定機器に内
蔵された通信部であってもよいし、測定機器にデータ通信可能に接続された別個の通信装
置であってもよい。通信器１１０は、当該管理装置１との間でデータ通信を行うだけでな
く、測定機器１００内の制御部（図示せず）との間でもデータ通信を行い、当該管理装置
１と測定機器１００との間の通信を仲介できるように構成されることが好ましい。
　通信器１１０は、当該管理装置１の要求に応じて、測定機器１００の制御部から測定機
器ＩＤを取得し、該測定機器ＩＤを当該管理装置に送信し、測定機器と当該管理装置との
間のデータ通信を確立させる。
【００１７】
　該通信器１１０は、通信回線Ｃ１を通じて当該管理装置との通信を行うための識別情報
（通信器ＩＤ）を有している。通信器が測定機器に内蔵されている場合、該通信器ＩＤは
、測定機器に貼付されたラベルや添付書類に記載されるなど、操作者が知ることができる
ように表示されているかまたは通知されるようになっている。また、通信器が測定機器と
は別個の通信装置である場合も、同様に、その通信器に貼付されたラベルや添付書類に記
載されるなど、操作者が知ることができるように表示されているかまたは通知されるよう
になっている。操作者は、その通信器ＩＤを当該管理装置に入力し、それによって、当該
管理装置は、その通信器ＩＤを持った通信器にアクセスすることが可能になる。
【００１８】
　通信器１１０と当該管理装置との間の通信回線Ｃ１は、有線であっても無線であっても
よく、それらの組合せであってもよい。そのような通信回線としては、例えば、有線また
は無線のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、インターネット、電話回線、モバイル
ブロードバンド（ワイヤレスブロードバンド）など、利用可能なあらゆる通信回線であっ
てよく、これらを単独で、または、これらの任意のものを選択し組み合わせて利用するこ
とができる。また、通信回線の末端部分などの局所的な区間には、Bluetooth（登録商標
）、ＵＳＢ、ＲＳ－２３２Ｃなどのインターフェースに準拠した通信経路を含んでいても
よい。
　通信器１１０は、使用する通信回線を通じてデータ通信を行うことができるように構成
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され、必要に応じて、モデム（変調復調装置）、スプリッター、光回線終端装置、ルータ
ー、デジタル／アナログ変換器などがさらに付帯していてもよい。
【００１９】
　通信器ＩＤは、通信器を特定し得る情報であればよく、該通信器がＬＡＮやインターネ
ットを介した通信を行う装置である場合には、プロバイダとの契約によって該通信器のた
めに取得されたＩＰアドレスが挙げられ、また、該通信器が電話回線やモバイルブロード
バンドを介した通信を行う装置である場合には、例えば、所定の識別情報や、電気通信事
業者との契約によって該通信器のために取得された電話番号が挙げられる。また、該電話
番号は、前記の所定の識別情報に関連付けられて当該管理装置に保持されていてもよい。
その場合には、例えば、該所定の識別情報が通信器ＩＤとして入力されると、当該管理装
置は、該通信器ＩＤに関連付けられた電話番号を用いて通信器へのアクセスを開始しても
よい。
　医療の現場に配線を導入せずに測定機器を配置する点や、配線の接続の手間を無くす点
からは、通信器１１０側の通信経路Ｃ１１は無線が好ましい。無線のなかでも、操作者が
より容易に当該管理装置との接続を確立し得る好ましい一実施例として、モバイルブロー
ドバンドを利用する通信が挙げられる。以下に、モバイルブロードバンドを通信回線とし
て利用する場合の実施例を挙げて、通信器の構成例、通信器ＩＤの入力例、接続の手順例
を説明するが、他の通信回線を利用する場合も、同様に、操作者が少なくとも通信器ＩＤ
を入力すれば、測定機器と当該管理装置との間のデータ通信が自動的に確立する。
【００２０】
　図１、図２に示す実施例では、通信器１１０と測定機器１００とは互いに別個の装置で
あるが、上記したとおり、両者は一体的な装置であってもよい。図１に示す実施例では、
通信器１１０は、制御部１１１と通信部１１２とを有しており、制御部１１１は、測定機
器１００の制御部（図示せず）とそれぞれのインターフェース（図示せず）を介して、デ
ータ通信が可能に接続されている。通信器１１０と測定機器１００とが一体的な装置であ
る場合には、制御部１１１は、両者に共通する制御部であってもよい。
　通信器１１０の制御部１１１は、当該管理装置１からの要求に応じて、測定機器１００
との間でデータ通信を行い、該測定機器１００から測定機器ＩＤを取得し、該測定機器Ｉ
Ｄを通信部１１２を通じて当該管理装置１に送信するよう構成されている。そのような制
御部１１１は、コンピュータ（１チップマイクロコンピュータや１ボードマイクロコンピ
ュータなど）であってもよいし、また、電子回路や電気回路などのハードウェアで構築さ
れたものであってもよく、当該管理装置１の命令に応じ、かつ、測定機器とのデータ通信
が可能であるように構成されたものが好ましく用いられる。
【００２１】
　図１に示す実施例では、通信器１１０の通信部１１２は、通信回線Ｃ１としてモバイル
ブロードバンド（例えば、携帯電話における３Ｇ回線など）を通じてデータ通信を行うこ
とができるデバイスである。通信部１１２には、サプライヤーが予め電気通信事業者と契
約し取得しておいた複数のＳＩＭ（Subscriber Identity Module）カードのうちの１つが
装着されており、モバイルブロードバンドを通じたデータ通信が可能になっている。電気
通信事業者からはそのＳＩＭカードに固有の電話番号が付与されている。図１に示す実施
例では、該電話番号が通信器ＩＤとなっている。該電話番号は、通信器１１０の筐体に貼
付されたラベルに該電話番号が記載されており、操作者が確認できるようになっている。
【００２２】
　図１、図２に示す実施例において、測定機器１００を当該管理装置１に接続する手順を
、図３に示すフローチャートに沿って説明する。
　先ず、ステップＳ１において、当該管理装置１のデータ受入れ部１１が、通信器１１０
の通信器ＩＤを入力部１２２から入力として受け入れる。本例では、測定機器をユーザー
に納入した操作者が、当該管理装置とデータ通信可能な端末の入力部から、通信器ＩＤで
ある電話番号を当該管理装置に遠隔的に入力する。入力用の端末と好ましい入力の態様に
ついては後述する。
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　次に、ステップＳ２において、データ送受信部１２は、入力された通信器ＩＤである電
話番号を持った該通信器１１０にコールし、モバイルブロードバンド回線を通じて、通信
器１１０の通信部１１２との間の通信を確立する。
　次に、ステップＳ３において、データ送受信部１２は、通信部１１２を通じ制御部１１
１に対して、測定機器１００の測定機器ＩＤを取得し送り返すよう要求する。
　次に、ステップＳ４において、通信器１１０の制御部１１１は測定機器１００と通信を
行い、測定機器ＩＤを取得し、データ送受信部１２に送り返す。
　次に、ステップＳ５において、当該管理装置１のデータ送受信部１２は、該測定機器１
００を個別に管理するために、測定機器ＩＤを記憶部１５に格納（登録）し、該通信器を
介した測定機器との通信関係を確立する。
　以上のステップでは、操作者が測定機器ＩＤを入力しなくてもよいので、測定機器のＩ
Ｄの入力ミスが無くなり、測定機器と当該管理装置との接続をスムーズに行うことが可能
となる。
【００２３】
　測定機器と通信器とが１対１の関係であれば、接続関係が単純であるから、操作者など
にとっては接続の操作も分かり易く簡単であるが、１つの通信器に複数の測定機器が接続
されるように構成されてもよい。
【００２４】
　データ受入れ部１１は、通信器ＩＤを入力するための入力部から該通信器ＩＤを受け入
れる。通信器ＩＤを入力するための入力部は、当該管理装置のデータ受入れ部にデータを
入力する装置であって、当該管理装置に付帯した入力部（図２のマウス３１、キーボード
３２など）であってもよいし、当該管理装置とデータ通信可能に接続された入力部（例え
ば、図２の通信端末機１２０などに付帯したマウス、キーボード、タッチパネルなどの入
力部）であってもよい。入力部は、複数の操作者が別個に使用できるように、必要な数だ
け用意することが好ましい。
【００２５】
　図２に示す実施例では、通信器ＩＤは、通信端末機１２０の入力部１２２から、通信回
線Ｃ２と、インターフェース２５を通じて入力される。図２では、説明のために、１つの
入力機器１２０だけを描いている。通信器ＩＤを簡単かつ確実に入力するためには、該入
力機器１２０は、図２に示すように、表示部１２１と入力部（キーボード、タッチパッド
、タッチパネルなど）１２２を有する携帯型の端末コンピュータが好ましい。入力機器１
２０としての携帯型の端末コンピュータは、図２に示すようなラップトップコンピュータ
（ノートブックコンピュータ）や、タブレット型コンピュータ、コンピュータ搭載型の携
帯電話（携帯情報端末やスマートフォン）などが好ましいものとして挙げられる。
　当該管理装置１と入力機器（入力部１２２を有する）１２０との通信回線Ｃ２は、有線
または無線であってもよいが、操作者にとっては、無線ＬＡＮやＷｉ－Ｆｉ（登録商標）
などの無線回線とインターネットとを含んだ回線や、モバイルブロードバンド回線など、
種々の無線通信回線が好ましく使用し得る。通信回線Ｃ２と上記通信回線Ｃ１とは、互い
に同種の回線であってもよい。
【００２６】
　当該管理装置１に通信器ＩＤを入力するための入力部として、図２に示すような携帯型
の端末コンピュータを用いる場合、通信器ＩＤを入力するためのプログラムは、各端末コ
ンピュータ上で個々に実行されるプログラム（通信器ＩＤを受け入れて、当該管理装置に
送信するプログラム）であってもよいが、当該管理装置（コンピュータ）上で実行される
入力用のプログラムを各端末コンピュータが利用することが好ましい態様である。例えば
、インターネットでは、ウェブサイトの画面に表示された入力用窓に各端末コンピュータ
から文字や記号を入力し得るように、ウェブサーバで実行されるプログラムが構成されて
おり、表示部と入力部とが協働して入力機能を構成している。これと同様に、当該管理装
置側のプログラム（表示画像作成部１６）によって、入力用表示画像および入力用窓を各
端末コンピュータの表示部（表示装置）１２１に表示するように構成し、各端末コンピュ



(9) JP 6802074 B2 2020.12.16

10

20

30

40

50

ータ１２０の入力部（キーボード、クリックボタン、タッチパネルなど）１２２によって
、該入力用画面を操作し、通信器ＩＤやその他の付帯的な入力事項をデータ受入れ部１１
へと入力し得るように構成することが好ましい。表示部１２１は、図２の例では、当該管
理装置とデータ通信可能な入力機器１２０に付帯した表示装置であるが、そのような態様
に限定されず、当該管理装置から出力されるデータを表示する装置であってよい。また、
入力部１２２は、図２の例では、当該管理装置とデータ通信可能な入力機器１２０に付帯
した入力装置であるが、そのような態様に限定されず、上記したとおり、当該管理装置の
データ受入れ部にデータを入力する装置であってよい。
　当該管理装置側のプログラムは、Ｊａｖａ（登録商標）など、従来公知のウェブサイト
の作成に用いられる種々のプログラミング言語が利用可能であり、ＨＴＭＬなどの記述用
の言語を利用してもよい。
【００２７】
　通信器ＩＤは、操作者によって手入力されてもよいが、手入力では入力ミスが生じる可
能性がある。そこで、本発明の好ましい実施例では、当該管理装置１は表示画像作成部１
６をさらに有し、該表示画像作成部１６が、操作者が使用する入力機器（端末コンピュー
タなど）の表示部１２１に対して、入力すべき通信器ＩＤを含んだ１以上の通信器ＩＤを
選択可能であるように表示させる。表示画像作成部１６は、表示すべきデータを作成し、
該データを表示部１２１に出力するデータ出力部（または、出力データ作成部）であると
いうこともできる。表示される画像は、限定されず、文字や記号などの画像であってもよ
い。表示部１２１に表示された通信器ＩＤは、入力部（入力機器のマウスやタッチパッド
、キーボード、タッチパネルなど）１２２を通じて選択可能である（表示部１２１と入力
部１２２は、協働して、操作者が通信器ＩＤを入力し得るように構成されていることが好
ましく、表示部には、入力部の指示に応じて移動するポインターやカーソルが表示される
ことが好ましい）。
　例えば、上記したモバイルブロードバンドを通信回線として利用し、通信器ＩＤが上記
したＳＩＭカードによって付与された電話番号である場合、該表示画像作成部１６は、図
４（ａ）に例示するように、表示部１２１に「通信器の識別情報」を入力するための入力
窓１２１ａを画像として表示する。入力部１２２によって操作される画面上のポインター
１２２ａを通じて矢印１２１ｂが選択され、入力操作（物理ボタンのクリックやタッチパ
ネルへのタッチの場合には、選択した通信器ＩＤの領域にタッチ）がなされると、該表示
画像作成部は、図４（ｂ）に例示するように、プルダウンメニューとして、現在利用可能
な通信器ＩＤを表示する。プルダウンメニューそれ自体の構成や操作は公知技術を参照す
ることができる。操作者は、測定機器を納入した現場において（サプライヤー側の販売会
社や工場などでもよい）、通信器の筐体に表示された通信器ＩＤと一致するもの（図４（
ｂ）の例では「00xx-7777-7777」）を、ポインター１２２ａで選択し、入力操作を行うこ
とで通信器ＩＤを入力する。データ受入れ部は、入力された通信器ＩＤを受け入れ、上記
したように、当該管理装置が測定機器との接続を自動的に達成する。尚、表示部の画面に
、通信器への通信を開始するためのスタートボタン（確認ボタン）をさらに表示しておき
、操作者が、正しい通信器ＩＤを入力したことを確認した上で、該スタートボタンを押し
て通信を開始させるといった、２段階の入力が必要な構成としてもよい。
　図４の例では、通信器ＩＤの表示態様として、プルダウンメニューを用いたが、画面上
に全ての通信器ＩＤを表のように配列して表示してもよく、操作者が通信器ＩＤを選択し
やすいようにするための表示デザインや入力方法（スクロールや、タッチパネルを利用し
た種々の入力など）を適宜採用してもよい。
　尚、サプライヤー側が予め取得した多数の通信器ＩＤは、当該管理装置との接続が確立
した段階で、前記の表示から削除されるようにすれば、通信器ＩＤの誤った選択が低減さ
れる。また、図１、図２に示した通信器１１０は、電力が供給されていない状態では通信
できない状態にある（即ち、ユーザーに設置されたものだけが通信可能となる）。よって
、通信器ＩＤを誤って選択しても、通信が行われず、エラーや混乱が生じることもない。
【００２８】
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　ユーザーに納入された測定機器を当該管理装置に接続する際には、当該管理装置は、測
定機器ＩＤのみならず、測定機器が設置されるユーザー（医療機関など）に関する情報を
も受け入れ、該情報を測定機器ＩＤと関連付けて記憶部１５に保持することが好ましい。
本発明の好ましい実施例では、図１に示すように、当該管理装置は、ユーザー情報受入れ
部１３とデータ処理部１４とをさらに有する。該ユーザー情報受入れ部１３は、前記した
ユーザーに関する情報を入力として受け入れるよう作動する。ユーザーに関する情報は、
例えば、ユーザー名、ユーザーの略称、頭文字など、操作者がユーザーを特定し得るよう
な文字列や符号などが挙げられる。データ処理部１４は、入力として受け入れたユーザー
に関する情報と納入した測定機器の測定機器ＩＤとを有してなる文字列を、該測定機器の
名称として生成し、記憶部１５に格納し、かつ、表示部１２１に表示するよう作動する。
　図５は、本発明の実施例において、サプライヤーと各ユーザーに納入された測定機器と
の階層的な関係の一例を示すブロック図である。図５の階層例では、説明のために、測定
機器が販売会社やメーカー営業所を通じてユーザーに販売される例を示しているが、メー
カーの工場からの直接的な販売であってもよいし、販売会社だけによる販売であってもよ
い。関係図の最上部はメーカーではなく、医療機器販売会社などであってもよい。
　図６は、図５に示したサプライヤーと測定機器との階層的な関連付けを、操作者に分か
り易いように、表示部１２１の画面に表示した一例を示す図である。表示部（例えば、操
作者が使用する入力機器１２０の表示装置）１２１の画面には、図６に例示するような左
側のペイン(pane：区画された表示領域)に、ユーザーに納入された測定機器とサプライヤ
ーとの階層的な関連付けがツリー状に表示されている。図６の例では、「Ａ（販売会社）
」が入力部１２２によって選択され、それによって、その下には「Ａ１（第１事業所）」
と「Ａ２（第２事業所）」が展開されて表示され、さらに「Ａ１（第１事業所）」が入力
部１２２によって選択され、その下に３つの測定機器が展開されて表示されている。「Ｓ
医院（未開通）」という表示については後述する。「Ａ２（第２事業所）」と「Ｂ（メー
カー営業所）」も、図５のとおり、ユーザーに納入した測定機器を有しているが、それら
測定機器は、図６の例では展開されていない。
　図６のように、階層状の関連付けを表示部の画面に表示することによって、操作者およ
びサプライヤー側の技術者等は、ユーザーと個々の測定機器とをより明確に関係付けて管
理し、誤りの無い保守サービスをユーザーに提供できるようになる。
【００２９】
　ここで、ユーザーに関する情報と測定機器ＩＤとを関連付ける動作の例を説明する。
　図５、図６の例では、販売会社Ａの第１事業所Ａ１からは、Ｒ病院に測定機器（識別情
報１１１１Ｈ）がすでに納入され、当該管理装置との接続が完了している。その接続の際
には、ユーザー情報受入れ部１３は、操作者に納入先（ユーザー）の情報（本例では名称
）を入力するよう、上記表示画像作成部１６と表示部１２１とを通じて要求する。操作者
がユーザーの名称「Ｒ病院」を入力すると、ユーザー情報受入れ部１３が該入力を受入れ
、データ処理部１４が、「Ｒ病院」と、測定機器から得た測定機器ＩＤ「１１１１Ｈ」と
を有してなる文字列「Ｒ病院（１１１１Ｈ）」を、該測定機器の名称として生成する。そ
して、図６に例示するように、該文字列「Ｒ病院（１１１１Ｈ）」が、第１事業所Ａ１下
に属するように表示される。「Ｒ病院（１１１１Ｈ）」という文字列は、一例であって、
Ｒ病院－１１１１Ｈや、Ｒ病院１１１１Ｈなど、ユーザーに関する情報と測定機器ＩＤを
適宜含んだ文字列であればよい。ユーザーの名称の後に測定機器ＩＤを含んだ文字列であ
れば、ユーザーと測定機器との関連付けをより直観的に把握することができるので好まし
い。
　尚、同じユーザーに複数の測定機器を納入した場合でも、図５、図６に例示するように
、「Ｒ病院（１１１１Ｈ）」、「Ｒ病院（２２２２Ｊ）」というように、各測定機器の名
称ごとに、ユーザーの名前を含める態様が分かり易く好ましい。
【００３０】
　また、測定機器を当該管理装置に接続する際には、通信器ＩＤの入力に先立って（また
は、同じ入力用の画面内で、通信器ＩＤの入力と同時に）、操作者にユーザーに関する情
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報を入力するように要求することが好ましい。例えば、図６に示すように、販売会社Ａの
第１事業所Ａ１からＳ医院に測定機器を納入する場合、ユーザー情報受入れ部１３は、操
作者の入力機器にユーザーの名称を入力するよう要求する。操作者が「Ｓ医院」と入力す
ると、ユーザー情報受入れ部１３は該文字列「Ｓ医院」を受け入れ、データ処理部１４が
、「Ｓ医院（未開通）」などの文字列を新たに納入される測定機器のための名称として生
成し、「Ｓ医院（未開通）」が表示部に表示される。次いで、操作者が上記したステップ
に従って通信器ＩＤを入力し、当該管理装置が自動的に測定機器との接続を確立させると
、データ処理部は、ユーザーの名称「Ｓ医院」と測定機器ＩＤ（例えば、１１１２Ｈ）と
を含んだ文字列を生成し、表示部の「Ｓ医院（未開通）」が「Ｓ医院（１１１２Ｈ）」へ
と変わる。この入力順序によって、操作者は、管理装置と測定機器との接続が確立したこ
とを確認することができ、かつ、ユーザーと測定機器との関連付けを、間違いなくかつ容
易に完了することができる。
【００３１】
　また、好ましい態様では、当該管理装置は、取得した測定機器ＩＤに基いて、その測定
機器ＩＤを持った測定機器の製品情報を特定し、上記表示部の画面に表示するように構成
されてもよい。
　測定機器の製品情報としては、例えば、機種、装置型式、品番、製品番号、製造日、サ
ービス履歴、問合せ履歴、必要に応じて追加される種々の事項などが挙げられる。
　測定機器ＩＤに基いた測定機器の製品情報の特定は、例えば、測定機器ＩＤと製品情報
とを関係付けた表を上記記憶部などに保持しておき、該表から、測定機器ＩＤに対応する
製品情報を取得して行ってもよい。
　測定機器ＩＤを取得した際に製品情報を表示させることによって、ユーザーサポートの
向上に加え、製品情報による統計解析等が実施でき、より的確なユーザーサポートが実施
できるので好ましい。
【００３２】
　上記実施例では、通信器は、ユーザーに設置されて電力が供給されることで通信可能と
なっていたが、変形態様では、通信器に通信機能をＯＮ／ＯＦＦに切り換えるスイッチな
どの切替え部を設けておき、通信器をユーザーに設置した段階で、通信機能をＯＮに切り
換えるように構成してもよい。
【００３３】
　上記実施例では、データ送受信部１２が、通信器１１０に対して最初に電話回線を通じ
てコールしたが、変形態様では、データ送受信部１２が、通信器１１０に対して最初にシ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）などを通じてデータ送信を行ない、その後、該通信
器の通信部１１２との間の通信が確立されてもよい。
【００３４】
　上記実施例では、ＳＩＭカードを電気通信事業者から購入する例を示したが、変形態様
では、通信器１１０に装着すべきＳＩＭカードを電気通信事業者から購入し、さらに、通
信を休止状態または回線未開通状態とするよう電気通信事業者と契約しておいてもよい。
これにより、ＳＩＭカードの購入からユーザーへの納入までの、ＳＩＭカードの保有に関
するコストを低減することができる。該通信の休止状態は、該ＳＩＭカードが装着されて
いる通信器が測定機器と共にユーザーに納入されて、測定機器を当該管理装置に接続する
際に、電気通信事業者への連絡や通信（当該管理装置から電気通信事業者の回線接続装置
への、回線を開通させる要求を含んだ通信）によって解除することができる。
【００３５】
　上記実施例では、医療の分野で用いられる測定機器を当該管理装置の管理対象の例とし
て挙げたが、当該管理装置の管理対象となる測定機器は、医療の分野のみならず、あらゆ
る産業分野の測定機器（測定装置や分析装置を含む）であってもよい。例えば、環境測定
の分野では、河川の水質や大気汚染の状態などを測定機器によって継続的に測定している
。当該管理装置は、そのような継続的な測定を行い、そのために継続的な管理を必要とす
る測定機器を好ましく管理することができる。
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　本発明の管理装置と測定機器とがデータ通信可能に接続された構成は、管理装置と測定
機器とを有する（さらには、操作者が使用する入力部をも有する）、該測定機器のための
管理システムであるということもできる。また、本発明の管理装置に通信器ＩＤを入力す
るための入力部がデータ通信可能に接続された状態は、管理装置と入力部とを有する、該
測定機器を新規に接続するための接続用システムであるということもできる。
【００３７】
　当該管理装置は、測定機器の稼働情報を遠隔的にモニターし得るように、該測定機器と
接続されるが、その接続の目的は、ユーザーに対して測定機器それ自体に対するサービス
やサポートを行うことにある。よって、ユーザー側の測定機器において取り扱われる検体
に関する情報（例えば、検体ＩＤといったような、個人を特定し得る情報など）が、該測
定機器から当該管理装置へと意図せず送信されることがないように設定しておくことが好
ましい。
　このような観点から、当該管理装置（または、当該管理装置と測定機器とを含んだ管理
システム）の好ましい態様では、当該管理装置と測定機器のうちの一方または両方に、検
体情報の通信を可能または不可能となるよう設定し得る通信設定部を付与することが好ま
しい。とりわけ、測定機器と当該管理装置の両方に通信設定部を付与しておけば、測定機
器が検体情報の通信を可能であるように設定されても、当該管理装置が検体情報の通信を
可能であるように設定されない限り、検体情報は当該管理装置に受信されないので、より
安全であり好ましい。さらには、当該管理装置の通信設定部に関しては、サプライヤー側
の特定の権限を持った者以外は該通信設定部の設定を通信可能へと変更できないように構
成しておくことが、安全上より好ましい態様である。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　本発明によって、測定機器をユーザーに納入し、該測定機器をサーバーコンピュータな
どの管理装置にデータ通信可能に接続する際の、測定機器ＩＤの入力ミスを低減でき、容
易に接続を完了することが可能になった。
　また、各測定機器の名称として、ユーザーに関する情報と納入された測定機器の識別情
報とを有してなる文字列を用いることで、操作者は、より確実に各測定機器を識別し管理
できるようになった。
【符号の説明】
【００３９】
　　１　　　管理装置
　　１１　　データ受入れ部
　　１２　　データ送受信部
　　１３　　ユーザー情報受入れ部
　　１４　　データ処理部
　　１５　　記憶部
　　１６　　表示画像作成部
　　１００　測定機器
　　１１０　通信器
　　１２１　表示部
　　１２２　入力部
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